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   近江八幡市ＮＰＯによる社会貢献活動の促進に関す 

る条例 

平成２２年３月２１日 

条例第３５号 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の社会貢献活動の一層の発展を促進するための基本理念

を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体（以下「ＮＰ

Ｏ」という。）の役割を明らかにするとともに、ＮＰＯによる市民の公益を増進

する活動（以下「ＮＰＯ活動」という。）の促進に関する基本的な事項を定める

ことにより、魅力ある豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ＮＰＯ」とは、市の区域内に事務所又は活動の拠点を

置き、ＮＰＯ活動を行うことを主たる目的とする法人及び団体をいう。ただし、

次に掲げる法人及び団体を除く。 

(１) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定される地縁

による団体及び主として地縁に基づく構成員で組織され主たる活動内容が共

益的でその活動区域が限定される団体 

(２) 一般財団法人及び一般社団法人 

(３) その他特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」という。）

以外の法令に基づき設立された法人及び組合並びに主たる活動内容が公益的

なものであってもその構成員となる資格が制限された団体 

２ この条例において「ＮＰＯ活動」とは、法第２条別表に規定する活動であって、

市民が市の区域内において自発的かつ自立的に行う、不特定かつ多数のものの利

益の増進に寄与することを目的とする社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる

活動を除く。 

(１) 主として営利を目的とする活動 

(２) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た

る目的とする活動 

(３) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的と

する活動 

(４) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する
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公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）

若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること

を目的とする活動 

３ この条例において「団体」とは、ＮＰＯ活動を行う法人格を有しない任意の組

織体で、規約を定め、規約に基づき選任された役員が構成員の総意に基づき活動

を展開する民主的で自律性のある団体をいう。 

４ この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民、事業者及びＮＰＯは、ＮＰＯ活動が豊かな地域社会の創造に果

たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなけ

ればならない。 

２ ＮＰＯ活動の促進に当たっては、ＮＰＯの自発性、自立性及び多様性が尊重さ

れなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念に基づき、ＮＰＯ活動の促進に関する施策の実施に努める

ものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、ＮＰＯ活動に対する理解を深めるよう努める

ものとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、ＮＰＯ活動に対する理解を深めるとともに、

その活動を促進するよう努めるものとする。 

（ＮＰＯの役割） 

第７条 ＮＰＯは、基本理念に基づき、自らの活動の充実に努めるとともに、その

活動に関する情報を公開することにより、広く市民に理解されるよう努めるもの

とする。 

（支援等環境の整備） 

第８条 市は、ＮＰＯ活動の促進のために、必要な支援その他の環境の整備に努め

るものとする。 

（公共サービスへの参入機会の提供） 

第９条 市は、公共事業及びその他公共サービスの事業実施に当たっては、ＮＰＯ
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の参入機会の提供に努めるものとする。 

（意見等の提出） 

第１０条 市長は、ＮＰＯ活動の促進についてＮＰＯその他関係者から意見等の提

出があった場合は、必要に応じてその意見等について調査審議するものとする。 

（促進委員会） 

第１１条 ＮＰＯ活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、及び前条の意見等につい

て調査審議するため、近江八幡市ＮＰＯ活動促進委員会（以下「委員会」という。）

を置くことができる。 

２ 委員会は、委員８人以内で組織し、市長が任命する。 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。 

４ 前３項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に

市長が定める。 

（報酬及び費用弁償） 

第１２条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、近江八幡市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成２２年近江八幡市条例第６

３号）の定めるところによる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、ＮＰＯ活動の促進に関し必要な事項は、

規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成２２年３月２１日から施行する。 


